
見附市告示第４３号 

 見附市いきいき健康運動事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。 

  令和６年３月２６日 

                     見附市長  稲 田  亮 

   見附市いきいき健康運動事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 見附市いきいき健康運動事業実施要綱（平成１９年見附市告示第２７号）の一部

を次のように改正する。 

別表継続活動の部Ｔ－Ｗｅｌｌを使用しない者の項中「５００円」を「７００円」

に改める。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


